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全国女性シェルターネット
• 1998年設立、2005年に法人化、現在68団体が参加

• ＤＶや性暴力被害を受けた女性・子どもの回復支援
に関わる、民間サポートシェルター等の全国ネット
ワーク

• シェルターを維持運営しつつ、一時緊急保護から中
長期の回復支援まで、直接・間接の支援を行うととも
に、必要とされる調査研究活動、教育啓発活動、政
策提言活動を行い、毎年、全国シェルターシンポジウ
ムを開催

• ＤＶ防止法の制定および三次にわたる法改正に貢献、
2011年より、ＤＶ性暴力被害者のための24時間フ
リーダイヤルを担当
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民間シェルターの支援理念
• 民間シェルターの支援理念は、当事者主義とエン
パワーメント

• ＤＶ、性暴力はジェンダー犯罪

• 性差別の構造から不断に生み出される暴力犯罪、
性的搾取

• 暴力の発見から回復支援まで、必要な法制度を作
り出し、運用の改善をはかり、社会資源を発掘して
きたのは、当事者と痛みを共有する女性たち

• 北京世界女性会議以降の四半世紀、女性に対す
る暴力根絶が女性運動の中心軸となり、民間シェ
ルターの活動が全国に拡がる
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民間シェルターは
女性支援のワンストップサポートセンター

• シェルター、ステップハウス、子どもシェルター等
の緊急サポート

• 相談から回復支援までの継続的サポート（医療支
援、司法支援、サポートカウンセリング、行政手続
き支援、生活支援、就労支援、自助グループな
ど）

• 多領域にわたる連携ネットワークの形成

• 必要とされる社会資源の活用と発掘
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民間シェルターは
女性支援のワンストップサポートセンター

• 当事者をつなぎ目とする暖かく強靭なネットワーク
と課題解決に向かう柔軟なフットワーク

• 当事者こそが専門家

ひとりひとりの支援プログラムを実践

• ＤＶ・性暴力・性虐待・性的搾取の被害当事者、子
どもなど、多領域にわたる支援実績によるスキル
の蓄積

• 地域の支援力を豊富化
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当事者によりそって

当事者が専門家
自らのDV被害を克服したスタッフが
サポートカウンセラーや団体のリー
ダーとなっていることが多い。

支援の流れ①発見,相談,シェルター対応

民間団体の重要性
２４時間、365日、当事者の痛みを共有する
女性たちによる支えあいのネットワーク
支援理念はエンパワー・当事者主義

継続的多領域の支援活動

公的シェルター
民間シェルター
ステップハウス
女性シェルター
子どものシェル
ター等

暴力の発見
気づき
危機回避

電話相談
面接相談
インテーク

６



支援の流れ ②シェルター利用中の支援

メンタルケア

生活支援

子どもの

サポート
司法支援

医療支援

行政手続

支援

スタッフがサポートするほか
PTSDの治療のための精神科、

カウンセリングルームへつな
ぐ。

当事者は何も持た
ずにシェルターに
駆け込んでくる。民
間団体では衣類・
食事などを無償で
提供する。

子どもたちも独立した被害
者。子どものための回復支
援プログラムがある。

生活保護申請、年金手
続きなどスタッフが窓
口との交渉にあたる。

病院への付き添い、
安全な保険手続き、
服薬管理支援などを
行う。

弁護士と連携し保護命
令手続き、陳述書作成、
裁判所への同行・同席・
傍聴などを行う。
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支援の流れ ③退所後の自立支援

ステップ
ハウス

自助

グループ

活動

生活再建
支援

就業・
起業支
援

メンタルケ
アの

継続

ドロップ
インカウ
ンセリン
グ

シェルターを出てからが本格的な自立回復支援の舞台。ひとりひとり
の回復の道のりに必要なサポートを展開する。継続的なメンタルサ
ポートとともに、経済的な自立に向けて就労支援が重要。
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北海道シェルターネットワーク

室蘭市

札幌市

苫小牧市

帯広市
釧路市

北見市旭川市

函館市

９



相談件数

( )内は道立女性相談センターの相談件数

年度 北海道警察
婦人保護事業
実施市
（１２市）

法務局
民間

シェルター
（８か所）

２４ 1,233
860

253
6,831
（4,985)

２５ 1,635
930

211
6,673
（4,553）

２６ 2,177 983 251
7,231
（4,745）

２７ 2,854
1,166

226
6,529
（4,531）
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ＤＶ被害者緊急一時保護件数（民間がほぼ6割）
( )内は道立女性相談センターの保護件数
※平成２８年度の全国委託割合は３３．３％

年度 札幌 釧路 帯広 北見 旭川 苫小牧 室蘭 函館 合計
（援助センター）

２６ 18 9 19 7 12 36 39 61
201
（126）
６１．５％

２７ 16 7 7 8 4 32 27 55
156
（101）
６０．７％

２８ １１ ４７ １０ ６ ２ ３７ １８ ４７
148
（130）
５３．２％

２９ 8 ７ 8 5 １ 34 24 42
138
（124）
５２．６％
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女性支援の北海道モデル
★緊急一時保護委託手続き

• 当事者の選択と決定による利用が実現

• 民間シェルターの緊急保護ケースを北海道がほ
ぼそのまま委託、当事者の負担を軽減し、安全
確保が図られる

• 当事者の選択と決定によるシェルター利用が可
能になる

• 緊急ケース、困難ケースについての関係機関
ケースカンファレンスの実施

• 中長期の自立支援について、財源・人員確保が
課題
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民間支援団体の現状と課題
• ひろがる支援格差

・官民の支援格差、自治体間支援格差

• 民間支援団体の位置づけと財源の確保

緊急一時保護から回復支援までの事業委託

・支援専門領域に応じた事業委託

・中長期回復自立支援事業に対する事業委託

モデル事業の検証と制度化

• 運用改善と予算化

現在使われている退所者支援の予算を、婦人

保護施設だけではなく、委託先施設・DV防止法

による利用者にも拡大
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民間シェルターの抱える問題
（日本の民間シェルターの実態調査報告書 ｈ．１９ 小川真理子）

運営上の困難 回答
シェルター数

財政上の問題 ２４

人材の不足 ２３

スタッフの養成と専門性の確保 １６

安全体制の確立 １５

地域におけるＤＶ問題の認識不足 １３

関係機関との連携 ８

一時保護委託の困難 ６
１４



運営上の課題 民間シェルターへの財政支援
（地域における配偶者間暴力対策の現状と課題アンケート Ｈ．23.3 内閣府）

総数(n) 行っている 行っていない 無回答

総 数 1,531 6.9 91.9 1.2

都道府県 47 51.1 48.9
-

市 754 10.2 89.1 0.7

再

掲

都市部 42 33.3 66.7 -

中核市 37 29.7 67.6 2.7

町村 727 0.7 97.5 1.8
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民間シェルターへの財政支援内容
（地域における配偶者間暴力対策の現状と課題アンケート Ｈ．２３．３ 内閣府）

総 数

(n)

人件

費

事 務

所 の

家賃

光熱水

費、電

話料金

等

緊急時

におけ

る安全

の確保

に要す

る経費

同行支

援等の

交通費

等支援

に掛か

る経費

シェル

ター等

の家賃

当面の生

活資金、

調停申立

費用、就

労面接交

通費等被

害者の当

面の生活

にかかる

経費

自助グ

ループ

などの

運営費

そ の

他

総 数 106 30.2 28.3 15.1 22.6 47.2 6.6 8.5 47.2

都道府県
24 41.7 25.0 20.8 41.7 54.2 4.2 20.8 50.0

市 77 27.3 29.9 14.3 18.2 48.1 7.8 5.2 44.2

再掲 都市部 14 21.4 28.6 7.1 21.4 71.4
- - 50.0

中核市 11 9.1 18.2
-

18.2 81.8 9.1 9.1 27.3

町村 5 20.0 20.0
- - - - - 80.0
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女性支援の新たな根拠法を

暴力根絶をめざす女性支援の国際ス
タンダートに準拠し、

女性の人権確立をめざす

売春防止法にかわる

あらたな女性支援の根拠法を
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母子を支えること 実践と課題 

 

 

 

社会福祉法人全国社会福祉協議会 

全国母子生活支援施設協議会 

    会長 菅田 賢治 

第3回 困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する
検討会 （平成30年9月4日） 全国母子生活支援施設協議会 1 



お話しすること 

第3回 困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する
検討会 （平成30年9月4日） 全国母子生活支援施設協議会 2 

• 利用世帯の入所理由、支援対象 

• 障害のある母と子の増加 

• 若年層も高齢女性も 

１.子どものこと、親のこと （支援対象） ……3 

• 親子の関係性をつむぎ直す 

• 地域生活をみすえて だれかとつながる自立へ 

• いのちをつなぐ 

• さまざまな支援 

２.私たちの実践 ……………………………9 

• 婦人相談所（一時保護所）と母子生活支援施設との関係 

• 母子生活支援施設の利活用（連携不足）（公民格差）（条例による制限） 

３.課題………………………………………16 



第3回 困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する
検討会 （平成30年9月4日） 全国母子生活支援施設協議会 3 

１.子どものこと、親のこと 

• 利用世帯の入所理由 
入所理由は、母と子 双方にある 

母の育ちも子の育ちも支援 （「『同伴』児童」ではない） 
支援対象 

 「生活を支える(整える)」必要があるすべての女性(母等)と子 

平成28年度全国母子生活支援施設実態調査報告書（平成29年3月） 



 ①母親（割合） 

第3回 困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する
検討会 （平成30年9月4日） 全国母子生活支援施設協議会 4 

１.子どものこと、親のこと 

• 障害のある母と子の増加 

施設数では ８１．０％ 
入所総数での割合は ３０．４％ 
 

平成28年度全国母子生活支援施設実態調査報告書（平成29年3月） 



（１）母子生活支援施設の機能の拡大を 

              目指して 

 

 

第3回 困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する
検討会 （平成30年9月4日） 全国母子生活支援施設協議会 5 

 ②母親（内訳） 

平成28年度全国母子生活支援施設実態調査報告書（平成29年3月） 

１.子どものこと、親のこと 

• 障害のある母と子の増加 



第3回 困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する
検討会 （平成30年9月4日） 全国母子生活支援施設協議会 6 

１.子どものこと、親のこと 

• 障害のある母と子の増加 

 ③子ども（割合） 

施設数では ７８．３％ 
入所総数での割合は １６．１％ 
 

平成28年度全国母子生活支援施設実態調査報告書（平成29年3月） 



第3回 困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する
検討会 （平成30年9月4日） 全国母子生活支援施設協議会 7 

1.子どものこと、親のこと 

• 障害のある母と子の増加 

 ④子ども（内訳） 

平成28年度全国母子生活支援施設実態調査報告書（平成29年3月） 



第3回 困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する
検討会 （平成30年9月4日） 全国母子生活支援施設協議会 8 

１.子どものこと、親のこと 

• 若年層も高齢女性も 

平成28年度全国母子生活支援施設実態調査報告書（平成29年3月） 

母親等は３０歳台が最多層 

２０歳未満の若年層も 

６０歳以上は母親以外の割合が高い 

→かかわり方、支援ニーズの違い 



 例① 知的障害のある子、ＤＶを受けた母 

○DVサバイバーの母、父に虐待を受けた長子 

○母 金銭管理・片づけ・対人関係構築が苦手 

 精神的不安定(服薬)、生活保護費受給、未就労 

 ストレングス：子への愛情、養育に向かう姿勢 

          しかし、子の障害を受容しがたい 

     →長子に暴言・暴力(長子は自傷/他傷行為等を発現）、次子に暴言 

○子と母の関係性再構築 
 〔長子〕学校等と協働、虐待通告：親子分離、子は一時保護 

 〔次子〕同居継続：生活と養育をサポート 
第3回 困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する
検討会 （平成30年9月4日） 全国母子生活支援施設協議会 9 

2.私たちの実践 
• 親子の関係をつむぎ直す 

○子ふたり 療育手帳取得を支援、特別支援学校(級）へ 



 例② 知的障害のある母 

○母がＳＯＳをためらわないように 

  地域のだれかがサポートしやすいように 

  思考傾向に合わせて使えるツールを作成、退所後も活用可 
第3回 困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する
検討会 （平成30年9月4日） 全国母子生活支援施設協議会 10 

２.私たちの実践 

• 地域生活をみすえて だれかとつながる自立へ 

○母 乳児院、児童養護施設で育つ 

 軽度の知的障害、被虐待経験者、実親所在不明 

 作業所通所(就労Ｂ)、生活保護費受給 

○子 入所直前に出産（相談当時、特定妊婦）   

○ストレングス 
 金銭管理・炊事が苦手 他者にも求める時間厳守 

 でも、なりたい自分を伝えることができる母  



 例③ 特定妊婦 

○母 
 入所当時19歳、妊娠9か月（特定妊婦） 
 3～13歳まで児童養護施設、その後家庭復帰 

 短期間多数の職歴→妊娠を機に退職、無収入・無保険生活 

 生活保護費受給中の実母（精神疾患あり）のもとで生活 

 実母との関係悪化→母子生活支援施設へ 

○出産前 迎え入れ 「安全に出産を迎えてほしい」 
 専用ノートを作成 職員間と母とで密に情報共有 

○出産後 
 母の体調、子の様子を確認、見守り 

 施設内保育室で子の預かり、養育支援・就労支援 
第3回 困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する
検討会 （平成30年9月4日） 全国母子生活支援施設協議会 11 

2.私たちの実践 

• いのちをつなぐ 



(緊急)一時保護 
 DV防止法、 
売防法に基づく 
 一時保護委託 

第3回 困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する
検討会 （平成30年9月4日） 全国母子生活支援施設協議会 12 

２.私たちの実践 

• さまざまな支援 

 

 ひとり親家庭、 

子育て家庭の 

  かかりつけ インケア 
アフターケア 

■ 
利用世帯の課題 

アウトリーチ 
■ 

地域にある課題 
 

養育支援、心理的ケア、補完保育、学習支援、 

生活の立て直しの支援(手続き同行･書類作成・就労支援等)、 

退所後のサポート、…… 

専門職たち 
母子支援員、少年指導員、保育士、 
調理員等、心理療法担当職員、 
個別対応職員、施設長、など 

産前・産後から子育て期、 

子どもの自立期までを視野に 
 養育相談・支援(虐待防止)、(学童)保育、 

 生活困窮者や外国籍者の支援 

 (こども食堂､学習支援)、…… 



第3回 困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する
検討会 （平成30年9月4日） 全国母子生活支援施設協議会 13 

２.私たちの実践 

• さまざまな支援 

 インケア  補完保育 

平成28年度全国母子生活支援施設実態調査報告書（平成29年3月） 



第3回 困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する
検討会 （平成30年9月4日） 全国母子生活支援施設協議会 14 

 アフターケア 

平成28年度全国母子生活支援施設実態調査報告書（平成29年3月） 

２.私たちの実践 

• さまざまな支援 



○退所児（小学校3年生～高校生）中心 

  地域のこどもたち 

○学習支援＋食の支援＋居場所づくり 

○子どもたちと未来につなげる 

  困りごとが起こった時に頼ることができる人、場所 

第3回 困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する
検討会 （平成30年9月4日） 全国母子生活支援施設協議会 15 

 アフターケア／アウトリーチ  子どもたちへ 

○地域の公民館を借り上げ 

  施設から職員が出向く 

  民生委員・児童委員、主任児童委員との協働運営 

２.私たちの実践 

• さまざまな支援 



○DV防止法や売春防止法に基づく 

  （緊急）一時保護、一時保護からの入所委託の増 

○婦人相談所（一時保護所）の利用者層と重なる 

第3回 困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する
検討会 （平成30年9月4日） 全国母子生活支援施設協議会 16 

３.課題 

• 婦人相談所（一時保護所）と母子生活支援施設
との関係 

○所管にとらわれず、「その人(の困りごと)」で支援を 

 婦人相談所・児童相談所（都道府県等）、福祉事務所（市町村等） 

○困りごとを抱える女性、子の支援を補完し合う 



○DV防止法や売春防止法に基づく一時保護 

  ＝婦人相談所（都道府県）から 

○母子生活支援施設の所管 

  ＝福祉事務所（市町村） 

○行政機関どうしの連携、相互認識の不足・欠如 

第3回 困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する
検討会 （平成30年9月4日） 全国母子生活支援施設協議会 17 

○面前DVなど児童虐待等による一時保護、入所 

 ＝児童相談所（都道府県）から 

３.課題 

• 母子生活支援施設の利活用（連携不足） 

○互いの連絡先や、機能を知らないことすらある 



○公設施設に入所を委託 

  →市町村の負担なし：公民格差 

○婦人相談所等によるDV被害者等の一時保護  

  から母子生活支援施設につながらない一因 

第3回 困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する
検討会 （平成30年9月4日） 全国母子生活支援施設協議会 18 

３.課題 

• 母子生活支援施設の利活用（公民格差） 

○市町村が民設施設に入所を委託 

  →市町村に1/4負担義務 

○広域措置による入所委託の可否も、 

  支援対象母子の状況ではなく、 

    市町村の財政事情が優先される傾向 



○これも、 

  利用世帯個々の生活・心身状況の安定性より、 

  市町村の財政事情が優先される傾向 

第3回 困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する
検討会 （平成30年9月4日） 全国母子生活支援施設協議会 19 

３.課題 

• 母子生活支援施設の利活用（条例による制限） 

○市町村によっては、 

  条例で入所期間を制限している 

○女性、子の「困りごと」を個々にみて、 

  必要な支援と利用期間を考えるべき 



【参考】 

○児童福祉法３８条 

 母親と子どもがともに入所する唯一の施設 

 親子関係を保障し、母と子を分離すること 

 なく双方の育ちを支援 

○公設施設の廃止/休止数が顕著 
 この20年で……公設公営施設は、100か所以上も減少 

           （公設民営は横ばい）（民設民営は約25増）（施設総数は80減） 

 利活用、要否の検証は多面的に行われたのか？ 

 現在、全国に221か所 ほか休止施設12か所 

○母親と子どもの権利擁護と生活の拠点 

第3回 困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する
検討会 （平成30年9月4日） 全国母子生活支援施設協議会 20 

母子生活支援施設は 

しかし 



母親と子の明日を考えて

配偶者暴力相談支援センターや警察におけるDV関連の相談件数の増加、児童虐待相談件数の
増加、ひとり親世帯の貧困等、ひとり親家庭を取り巻く状況は厳しさを増しています。
母子生活支援施設はDV被害や児童虐待、その他の理由により生活に困難を抱える母親と子どもが
安心・安全な環境の中で、かけがえのない自分を取り戻すこと、また、子どもたちは、その場所で
大切にされる体験を積み重ね、大人への信頼感や自己肯定感を取り戻すことを支援しています。

母子生活支援施設は
母親と子どもの権利擁護と生活の拠点です。



・被虐待児の
　いる世帯
　（面前DV含む）

・なんらかの
　障害のある母親　

　
　

  

社会的養護とは、さまざまな理由で支援が必要な子
どもたちを公的責任で養育し、保護するとともに、養
育に困難を抱える家庭を支援する仕組みです。母子
生活支援施設は社会的養護の仕組みの中で唯一親子
を分離せずに、母親と子どもが共に生活しながら支援
を受けることができる児童福祉施設です。

平成28年度全国母子生活支援施設実態調査より

・夫などの暴力

母子生活支援施設は全国に232箇所あり、3,330世帯（児童5,479人）
の母と子が生活しています。

（H28.10.1厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課調べ）

52.3% 81.3% 30.4%



母親と子どもへのあらゆる人権侵害を許さず、ひとりひとりの尊厳と個
別性を尊重し、母親と子どもが自らの意向で課題の解決に取り組まれる
営みを支援します。

母子生活支援施設では、母親と子どもが共に生活しながら、関係の修
復に向けた支援をすることが可能です。また、別の場所で暮らしていた
子どもが一緒に生活することになる場面でも、母子生活支援施設で支援
する事により、家族関係の再構築を可能にします。

地域で生活しているひとり親家庭の多くは、さまざまな支援を必要とし
ています。
ひとり親が抱えている困難を軽減し孤立することなく、安心で安定した
生活を営めるよう支援を実施しています。
また、ショートステイ・トワイライトステイ、学童保育、学習支援等、
地域に向けたサービスを提供している施設があります。

軽度の疾病で通園できない場合や突然の残業等で保育を希望する場合
に、施設内において保育を実施します。認可保育所に準じた保育を実
施している施設もあります。

退所後に世帯のアフターケアを実施します。



社会福祉法人　全国社会福祉協議会
全国母子生活支援施設協議会
〒100-8980　東京都千代田区霞が関 3-3-2　TEL03 -3581-6503　FAX03-3581-6509
ホームページ http://www.zenbokyou.jp
平成 30 年 4月改訂
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若年女性からの相談と支援

〜アフターケアの現場から〜

アフターケア相談所ゆずりは
高橋亜美

１



●売春防止法全面改正

支援を必要としているひと（女性）への

根拠法令として全くそぐわない

●必要としている女性が

利用できない婦人保護施設

●性虐待 性被害を取り扱う専門スキル

被害のトラウマ

●同伴児童の権利と支援

●児童福祉法と売春防止法の間にいる子ども
たち 子ども期の保証

２



退所後の困難な状況

⇩
過酷な労働環境 解雇 借金

パートナーからのDV

精神疾患 自殺企図

望まない形での性風俗への従事

予期せぬ妊娠•中絶•出産

ホームレス 犯罪 自殺

３



施設退所者が困難な状況に陥る背景

①虐待のトラウマ

②親や家族を一切頼ることができない

③失敗することも、立ち止まることも出来ない

④低学歴•資格等がない

⑤施設等を巣立った後の支援が十分でない
※平成２３年度学校基本調査 大学•専門学校への進学
した児童

４



退所者の困難な状況

東京都福祉保健局の退所者調査（平成２３年度）

ブリッジフォースマイル全国児童養護施設調査

（平成24年度）

○過去１０年の退所者３９２０人のうち

連絡先を把握しているのは１７７８人

○生活保護を受けている退所者は９．５%

（都内保護率は１．８%）

○退所後「まず困ったこと」は、孤独感と孤立感

29.6%

５



○最終学歴が中卒の（高校中退含む）退所者は２３．
４%

※平成２２年全国学校調査では高校中退率1.64%
（55415人）

○過去１０年間、大学、短期大学、専門学校等に進
学した退所者の進学状況

中退２０% 在籍中３３% 卒業４４%

※日本の大学•短期大学の中退率は１割程度（OECD）

○中退理由は「経済的理由」24.7% が最も高い。

※文科省の全国調査では、「経済的理由」「転学」「学業不
振」「就職」を理由とする退学がそれぞれ１５%

６



１ 相談者数（実数） 合計408人

支援関係者162人
（児童養護施設、自立援助ホーム、児童自立支援施設、
養育家庭、児童相談所、子ども家庭援センター、
障害福祉センター、婦人保護施設、産婦人科•精神科医、
助産院、都立高校、特別支援学校、女性シェルター、
ホームレス支援団体、弁護士事務所、司法書士事務所他 ）

施設退所者１３６人
（都内施設出身 73人 地方施設出身 63人）
里親家庭 ６８人 （里子３０人 里親３８人）
その他 ４２人

２ 退所者種目別相談件数（延べ数） 合計 ３４，３１３件

７



ゆずりはへの女性からの相談

・転職したい

・体調が悪い

・彼氏と別れたい

・死にたい

・家賃、水光熱費が払えなくなった。

・病院に行きたいがお金がない。

・引っ越したいが保証人がいない。

・騙されたから、お金を貸してほしい。

８



施設退所者が
性産業で働かざるを得ない背景

就労状況の不安定、生活苦から
•学歴資格が問われない
•保証人がいらない
•即金、日払い、前払い
•住居提供、保育設備の完備
→ 最低限の生活が即完備される
虐待などのトラウマから
•自己肯定感の低さ
•始めて大切にされた・必要とされた
という実感

９



相談の背景にある真の相談

性虐待、性被害(ストーカー、痴漢等も）

DV、デートDV（暴力、暴言、搾取）

パートナーや仕事先でのセクハラ、パワハラ、モラハラ

性風俗で働くかどうか迷っている

性風俗を辞めたいが辞められない

予期せぬ妊娠、出産、中絶

女性性であるが故の被害

１０



Aさん

母親からの身体的虐待とネグレクトで児童養護施

設に入所。施設を退所後、ビジネスホテルで正規

雇用で働く。週６で働き手取りは１２万円。腰痛を

患い手術が必要となる。解雇と同時に会社の寮を

すぐに退去することを命ぜられる。出身の施設に

相談したが、役所に相談にいきなさいと言われる。

役所では親が生きているなら、まず親に相談してく

ださい。と言われる。寮付きの風俗店で働き始める。

１１



Bさん ２１歳 児童養護施設出身

愛の手帳４度

児童養護施設退所後、知的障害者のグループ

ホームから飛び出す。ガールズバーで働き始める。

ホストクラブに通い始め、風俗店とデリヘルで働き

はじめる。妊娠２４週目と発覚（相手はわからず）

出産しても子どもを育てられないと相談。

無事出産後、子どもは乳児院に。

その後、子どもは特別養子縁組する。

１２



Cさん ２９歳

幼少期より実父からの性虐待。

16歳で家出、上京。

援助交際、デリヘルなどしながら生活。

社会生活のなかで頻繁にフラッシュバック、

自殺企図。妊娠、中絶を繰り返す。

１３



若い女の子たち

大人が大嫌い

これ以上傷つきたくない

自分を守るための態度

疑心暗鬼

でも、本当は・・・

１４



安心して「助けて」と伝えてもらえるように

「相談してよかった」と思ってもらうように

大切にしていること

•会いに行く

•相談者の方への心からの敬意、想像力

•多様な機関との連携 face  to face

•教育、指導の前に理解と寄り添い

•「正しい」「あなたのため」の押し売りをしない

•自分の価値観を手放す

•丁寧に、具体的に、迅速に

•何度でも、大丈夫

•ユーモア
１５



私が

健やかであること、

しなやかであること、

孤立しないこと。

１６
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特定非営利活動法人 BONDプロジェクト

若年女性を取り巻く現状

1



活動内容 Activity content

2

LINE 相談、メール相談、電話相談、面接相談、
bond@あらかわ相談室、ネットパトロール、街頭パトロール、アンケート、
カフェ型移動相談

ありのままの声を聴き表現できる場を作る。

2006年「VOICES MAGAZINE」始動、2009年 NPO設立

女の子の声を知ってもらう。

一人一人に見合った支援、大人に繋ぐ。

フリーペーパー「VOICES MAGAZINE」発行、講演会・啓発活動、
10代 20 代女性を対象としたイベント、
渋谷のラジオパーソナリティー「渋谷の漂流少女たち」

弁護士と連携し、他専門機関へ繋ぐ
一時保護、同行支援
中長期保護（自立生活支援）

聴く。

伝える。

繋げる。



長期にわたる包括的支援 Comprehensive support

Twitter、YouTube
テレビ・新聞等での紹介

知る 見つける
ネットパトロール
街頭パトロール・アンケート・取材

・安全な場所（衣食住）の提供
・状況、気持ちの整理（カウンセリング）

・次のステップを決め、後押し

bond にて中長期保護（自立生活支援）

3

LINE 相談 電話相談 面接相談 出張相談メール相談

動く相談窓口

シェルターでの一時保護

児童相談所18歳未満

18歳以上 女性相談センター、生活困窮者自立支援窓口

自宅

弁護士連携 医療機関・警察
などへの同行

虐待や危険がない場合家にも帰れず、
公的機関にも繋がらない場合

自立援助ホーム/婦人保護施設/グループホーム/一人暮らしなど

＋



２０１８年度相談件数 Number of consultations

4

メール ２４時間受付

同行支援 福祉事務所、病院、警察、児童相談所、婦人相談、各種手続きなど

相談・支援体制

メール LINE 電話 面談 同行支援 保護

4月 1,197 1,206 122 108 3 62

5 月 1,358 1,370 139 94 7 50

6 月 1,059 1,149 129 64 7 32

7 月 1,046 1,130 161 65 6 35

合計 4,660 4,855 551 331 23 179

2017 年度 12,135 4,941 1,760 996 40 692

面談 bond 本部 随時対応      bond＠あらかわ 週３回・最大３名 /日

電話 bond 本部 随時対応      bond＠あらかわ 週３回・各３時間

LINE SNS 事業 週 5回 ・各 4時間     若草プロジェクト 週３回・各　４-5時間



問題の背景 （複数回答）２０１７年度面談・電話相談より

5

心の状態

情緒不安定、寂しい、
苦しい、しんどい、怖い、
居場所がない、自責感

メンタルヘルス

精神疾患、不眠、フラッシュバック、
トラウマ、依存症、摂食障害

性被害

虐待、レイプ、セクハラ、
強制わいせつ
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6

支援を受けなければいけない子ほど繋がらない

なぜ相談に至らないのか。
情報を知らなかった
危害を加えたり利用する大人ではない大人（安全な大人）との繋がりがなかった
人間不信、大人不信

「普通」でいたい
自分だけかと思っていた、とてもじゃないけど言えない
みんなそうかと思っていた、当たり前のことだから言う必要がない
「娘と父親はみんなこうしてる」と父親から聞かされていた (性的虐待 )
自己肯定感が低い

否定される、理解してもらえない、受け入れてもらえない、
見捨てられたくない、親や学校や友達にバレてしまう（これまでの経験より）

自分が悪い、自分なんかが相談してはいけない、もっと辛い想いをしている人がいる、
自分なんてどうなってもいい

親を悪者（または犯罪者）にしたくない、迷惑をかけたくない、悲しませたくない、
されている事は嫌だけどこんな目にあっても親が好き
役所、相談先などに親族や知り合いがいる（地方の子に多い）



行き場のない少女たち Girls who do not come

虐待、安心できない
食べるものがないなど

行くあてがなく
彷徨う

保護、
家に帰されるケース多数

情報を知らない、
手続きが煩雑、時間がかかる

未成年、身分証がない
ネットカフェ、カラオケ等深夜はいられない

お金がない
働けるところがない

家 学校
家のことは話せない
いじめ、教師との不和
学校にも行けていないなど

すぐに行ける場所、受け入れてくれる人、困ってる自分を助けてくれる人、寂しい時一緒にいてくれる人
（危ないかもしれないけど・・・）
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警察補導 公的機関

逃げよう・・・でも家出しか方法が思いつかない

SNSを利用して居場所を求める、街で声をかけられた人について行く

犯罪に巻き込まれるリスク泊め男 性被害性的搾取
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背景・経緯

ハイリスク者の早期発見・早期介入

リアルタイムでのやりとり

bondProjectの既存の支援
面談、保護、専門機関への連携に繋ぐ

座間９遺体事件 
2017 年 10 月、神奈川県座間市のアパート内で 9人の遺体が見つかった事件。被害に遭った 10代 20 代だった女性たちとの接点は
交流サイト（SNS）。女性たちが自殺をほのめかすような投稿をしたところ、協力するふりを装って接近したとされる。
被害女性には bond Project に来る相談者にとても近い印象を受けた。
2018 年 3月、厚生労働省自殺防止対策事業として「SNSによる相談事業」施行。
ネットに居場所を求める若年女性へのアプローチ、気軽且つ早いレスポンスで会話ができる LINE 相談の強化。

LINE 相談・ネットパトロール

ネットパトロールを担当しているのは
同世代の女の子。



・次に繋がらないまま１８歳になり児童福祉法による支援が終了
・学校には通えているが虐待家庭にあり居場所のない大学生

2017.7 始動。定員２名。
中長期入居人数：５名、短期保護：１４名、保護延べ件数：７５１件（2018.7 現在）

安心できる生活（衣食住）
生活習慣の獲得（料理・洗濯・掃除・お風呂の入り方・食べ方）
心のケア（ボンドスタッフとの会話・面談、臨床心理士によるカウンセリング、共同生活者との関係づくり）
つながりを増やす（必要に応じて他の支援機関や自助グループなどの紹介）
自立へのサポート（仕事を探す、自立までの計画を一緒に立てる、家探しなど自立準備の補助）

公的支援に繋がれない、制度に辿り着けない女の子たち。

いろんな経験や繋がりを自分のものにし、自分の足で立つ力を後押ししたい。

このおうちで女の子に提供するもの

10代 20代の女の子のための自立準備のための家

9

1
2
3
4
5

行く場所がない、お金がない、自立準備のための拠点がないため、
居場所はネットカフェ、公園、SNSで知り合った男性宅、カラオケ、ネットカフェ。



虐待や性被害など「被害者」と認められるためのハードルが高いがために、泣き寝入りをせざるを
得なかったり、親に援助してもらえない、保険証が手元にない、交通手段がない、お金がない、
周りに知られたくない等の理由により、心身のケアや支援を受けることができないまま孤立してしま
う女性も多いです。

１、困難を抱える若年女性のケアの充実

各相談窓口や警察署へ相談に行くまでもハードルが高く、被害者が自身の生活やお金、精神を削り
ながら相談に通うにも関わらず、心ない対応をされてしまったり、「警察に相談に行っても安心でき
ない」「二次被害を受け、問題が増えてしまった」ということも大きな問題だと考えています。
受けなくていい被害を受けてしまった人が「相談してよかった」と思えるような心ある体制づくり
が必要です。

２、各行政相談機関・各警察署における、
                                        若年女性に特化した問題に詳しい担当者の配置

10

BONDプロジェクトが考える課題・提言



全国から寄せられる相談に対し、状況に応じて出張面談及び地域の相談機関への同行支援なども
行ってきたが、遠方で対応するには限界もあります。全国に支部を増やすことで、より早急に問題
解決に向け動き出すことができ、継続的な支援を行うことができます。

３、bond 支部の設置

＜背景＞
17歳までは児童相談所、18歳以降は婦人相談所への相談となるが、18歳になり児童相談所の支援が終了することで、そこで支援がぶつ
切りになってしまうケースも多い。また、高校生であるのに 17歳から 18歳になることで支援内容が変わってしまうこと、若年女性が
高齢女性と全く同じ支援の枠組みに収まることが困難であること等より、細かい年齢差で支援がぶつ切りにならないような「若年女性」
という枠組みでの支援、中長期的なトータルサポートができる場所が必要である。

支部イメージ図
11

BONDプロジェクトが考える課題・提言

ex. 荒川区より委託を受けている「あらかわ相談室」

荒川区における若年世代の自殺予防相談事業
・相談対応（メール、電話、面談）
・緊急時の保護、同行支援

荒川区 相談者を繋げる・情報共有 bond
bond
＠宮城

bond
＠大阪

bond
＠あらかわ

bond
＠～～

bond 
本部

既存

既存



「相談窓口」は女の子たちにとってハードルが高く、辿り着けない子も多いです。また、段階として
「今」はまだ、相談することまで望んでいない子もいます。しかし、困っていたり悩んでいることに
変わりはなく、居場所や相談のきっかけ作りは必要です。
また、一晩の居場所があり休むことができれば落ち着く場合もあります。気軽に立ち寄れる場所が
あることで、犯罪被害や性搾取の防止にも繋がります。

４、相談窓口まで辿り着けない女の子たちが、
　　　　　　　　　　　　　気軽に立ち寄れる居場所づくり

12

BONDプロジェクトが考える課題・提言

ex. 以前運営していた「café MELT（カフェメルト）」

・24時間営業インターネットカフェ（通常のカフェスペースもあり）

・深夜帯は女性専用

・カフェスペースでは女の子向けのイベントなども開催

・お客さんとして女の子が気軽に立ち寄れる

・ bond スタッフがカフェスタッフを兼任→ハードルを下げた関わり

・ NPO事務所も併設→状況に応じ相談や緊急時の保護も可能
ハシゴを上がると、
休めるスペースに！
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（一社）若草プロジェクト

代表呼びかけ人
瀬戸内 寂聴（作家、僧侶）
村木 厚子（元厚生労働事務次官）

設立 2016年3月 住所 東京都千代田区神田須田町1-6 弓矢四国ビル4階 アリエ法律事務所内

役員
代表理事 大谷恭子 弁護士。日本女子大学非常勤講師

理事 村木太郎 （公社）全国シルバー人材センター事業協会専務理事
同 遠藤智子 （一社）社会的包摂サポートセンター事務局長
同 瀬尾まなほ 瀬戸内寂聴秘書
同 牧田史 弁護士

呼びかけ人
千葉景子 日本更生保護女性連盟会長、元法務大臣 山田洋次 映画監督
小津博司 弁護士、元検事総長 菊地裕太郎 弁護士、日弁連会長
小室等 ミュージシャン 道浦母都子 歌人
上野千鶴子 (NPO)ＷＡＮ理事長、東京大学名誉教授、 浅倉むつ子 早稲田大学教授
熊坂義裕 医師、(一社)社会的包摂サポートセンター代表理事 堂本暁子 前千葉県知事

貧困、虐待、ネグレクト、ＤＶ、いじめ、性的搾取、薬物依存、育児ノイローゼ…社会の抱える様々な問題

に翻弄され、苦しむ少女・若い女性たち。自分の問題が本当は何であるかも分からず、心の闇に小さな
何か（SOS）を抱えながら生きる彼女たち。一見すると豊かな日本社会では、そんな彼女たちの「生きにく

い」現状やその問題に対して、多くの偏見や誤解があり、十分な支援がなされていません。若草プロジェ
クトは、SOSを心に抱えた少女や若い女性たちと、彼女たちを支援する人たち（支援者）とをつなげ、支援
を確実に届けます。
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少女たちと支援者をつなぐ
支援者同士をつなぐ
支援の現場と企業をつなぐ

実状を社会にひろめる
支援を少女たちにしらせる

少女たちの実状を学ぶ
信頼される大人になる

LINEによる相談
同行支援
企業との協働

シンポジウム
広報活動

連続研修会
支援マニュアル

若草プロジェクトの活動
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若草×服のチカラプロジェクト

(株)ファーストリテイリングとの協働事業
・全国の少女たちを支援する施設にユニクロの肌着等を寄付
・Theory（関連ブランド）販売員のボランティアによるコーディネート
と服のプレゼント等のファッションイベント

若草メディカルサポート基金

企業の寄付を基に、シェルター等に避難する少女たちのための医
療的経費を補助
（診断、妊娠検査薬、アフターピル等）

若草ハウス

少女たちのためのシェルター・ステップハウス・シェアハウス

LINE相談 月・土 13:00～19:00 水 17:00～19:00
（BONDプロジェクトに委託）

つなぐ
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「女の子たちの今」を知り「信頼される大人」になるための連続講座

第１回（2016年8月東京）「婦人保護施設を利用する 女性たちに起きたこと」
第２回（12月京都） 「ＡＶ被害について考える」
第３回（2017年1月東京）「保健室から見える貧困、虐待」
第４回（4月京都） 「性虐待から生き延びる」
第５回（8月東京） 「非行と少女」
第６回（2018年１月東京） 「少女たちが安心して『助けて』といえる社会に」
第７回（6月京都） 「少女たちの居場所」

若草プロジェクト支援マニュアル

 若い女性たちの現状
 分野別解説
 支援事例と解説

まなぶ

シンポジウム 第1回（2016年10月、青山学院大学）
第2回（2017年10月 龍谷大学）
第3回（予定）（2018年10月13日 青山学院大学）

ひろめる

４



背景と実情

劣悪な生育環境（家庭、学校、地域等）

性虐待、性暴力等の性被害を受けている者が多い

若年層に大きな課題、一層の低年齢化

多様な状況、複合的な困難

新しいタイプの課題（SNS被害、JKビジネス等）

社会とのつながりが希薄、自己肯定感が低い、自殺念慮

貧困、収入や住居が不安定、居場所のなさ

早すぎる妊娠・出産と周囲の無理解、困難な子育て

活動を通じた気づき

５



被害の影響による精神疾患等
薬物、アルコール等の依存症、拒食症、クレプトマニア
解離性同一性障害、精神的なトラウマ、メンタル不調

軽度の知的障害や発達障害など自覚の無い障害を持つケースも多い

対策の不全

 立ち直り・自立支援のための仕組みが乏しい

 相談先がニーズに合っていない、繋がらない。居場所の不足

 婦人保護関連施策が若年女性の課題をカバーできていない
・実態と制度のずれ、アウトリーチの不足

 民間の活動が困難に直面している
・財政基盤の弱さ、管理運営のスキル不足、人材育成が困難

 公民の連携不足、医療・福祉等との連携不足

 社会（地域社会、企業社会）における認知度、理解度の低さ
６



気付きから得た対策の必要性

性被害を受けた者の保護・支援に関する包括的対策

・性虐待、性暴力、性搾取等の性被害を受けた者の保護及び自立支援を
進める包括的な対策が必要
・「性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子の保護更生」（売
春防止法第４章）では自立支援が無いなど限界がある

自立支援

・立ち直り、普通の生活の回復、自立というプロセスを一貫して支援
・当事者の意志決定が不可欠

（cf.高齢者介護、障害者福祉の「措置」から「契約」への転換）

保護

・保護と自立支援の機能を区分することが必要
・性被害を受けるおそれのある者の保護が重要

医療及び心理的ケア

・性被害によりもたらされた様々な精神疾患や妊娠等に対する医療及び
カウンセリングなどの心理的ケアが不可欠 ７



福祉等の仕組みとの密接な連携

・自立支援のため当事者の課題や希望等に応じて、児童福祉、障害者福
祉、生活困窮者支援・生活保護対策、高齢者介護、母子生活支援、DV
被害者支援、被児童虐待者支援、司法（警察、弁護士）等と密接に連携
し、当事者を中心に置いた組み合わせ支援が必要
・特に、母子生活支援や障害者福祉（知的障害、精神障害）の機能は、自
立支援のために本質的に必要

民間の力の活用

・自立支援は、その性格上、民間の力の活用が不可欠であり、公と民の対
等なパートナーシップの下での役割分担が必須
・このため、民間の女性支援団体への委託、補助等の仕組みとともに、団
体育成のため組織管理、人材開発等への公的支援が必要
（cf.高齢者介護、障害者福祉、児童福祉）

調査研究及び啓発の充実
８


